
　那須国造碑について　　について　　　　　　　　　　2020 年 11 月　藤代歴史愛好会（石山博）
　銘文に、「永昌元年（に、「永昌元年（永昌元年（689 年）」とあります。このように唐の武則天の年号が碑文に刻の武則天の年号が碑文に刻の年号が碑文に刻が碑文に刻碑文に、「永昌元年（に刻
まれたのは、すでに(注 1)九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていの実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻反唐の武則天の年号が碑文に刻派の倭国から親唐派の日本国に移っていの倭国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい親唐の武則天の年号が碑文に刻派の倭国から親唐派の日本国に移っていの日本国から親唐派の日本国に移っていに移っていってい
ることを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまっています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまの一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまだけが碑文に刻唐の武則天の年号が碑文に刻の支配下にあるのではありまにあるのではありま
せん。永昌元年の時点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべでは、九州の倭国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべの日本国から親唐派の日本国に移っていに引き継がれていた地域のすべき継がれていた地域のすべ継がれていた地域のすべが碑文に刻れていた地域のすべのすべ
てが碑文に刻、唐の武則天の年号が碑文に刻武則天の年号が碑文に刻の支配下にあるのではありまになったと考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれるから親唐派の日本国に移っていです。
(注 1)：九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていは、663 年（天の年号が碑文に刻智 3 年）「永昌元年（白村江」の敗戦の後、徐々に主権が日本国にの後、徐々に主権が日本国にに主権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻日本国から親唐派の日本国に移っていに
移っていり 701 年の日本国から親唐派の日本国に移ってい成立（大宝建元）とともに衰退した。　詳細は、「年号」と「記・した。　詳細は、「年号」と「記・は、「永昌元年（年号が碑文に刻」と「永昌元年（記・
紀」を作った人たち  」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま作った人たち  った人たち  たち  (2019 年)平成 31 年 4 月藤代歴史愛好会を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま参照。
フリー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ウィキペディア』によりますと　　』によりますと　　によりますと　　

那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造碑（なすのくにのみやつこ
のひ、なすこくぞうひ）とは栃木県
大田原市（旧・那須だけが唐の支配下にあるのではありま郡湯津上村）に
ある古碑（飛鳥時代）であり、国から親唐派の日本国に移ってい宝
に指定されている。書道史の上からされている。書道史の上から親唐派の日本国に移ってい、
日本三古碑の 1 つとされる。碑身とと
笠石は花崗岩である。である。19 字×8 行
=152 字の碑文に、「永昌元年（が碑文に刻刻まれている。

 　永昌元年（689 年）、那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造で評督に任ぜられた那須直葦提に任ぜられた那須直葦提ぜら親唐派の日本国に移っていれた那須だけが唐の支配下にあるのではありま直葦提(なすのあたいいてい)の
事績を息子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま息子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、ら親唐派の日本国に移っていが碑文に刻顕彰（けんしょう）するために、700 年に建立されたものであ
る。「永昌元年（永昌」という元号が碑文に刻は唐の武則天の年号が碑文に刻のものであるが碑文に刻、日本の元号が碑文に刻は 686 年に天の年号が碑文に刻武天の年号が碑文に刻皇の崩御によの崩御によによ
り 701 年の大宝まで停止されていたため、されていたため、（注      2  ）唐の武則天の年号が碑文に刻の元号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま使用  したと考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれている。
　延宝 4 年（1676 年）、僧侶・円順により発見されその報を受けた領主である徳川光圀により発見されその報を受けた領主である徳川光圀されその報を受けた領主である徳川光圀を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま受けた領主である徳川光圀けた領主である徳川光圀
が碑文に刻笠石神社を創建し碑の保護を命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま創建し碑の保護を命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子じた。さら親唐派の日本国に移っていに碑文に、「永昌元年（に記された那須だけが唐の支配下にあるのではありま直葦提、意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、父子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、
の墓と推定した上侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてと推定されている。書道史の上からした上侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてと下にあるのではありま侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じての発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてと史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま家臣の佐々宗淳に命じての佐々に主権が日本国に宗淳に命じてに命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子じて
いる。碑は表面を下にして埋もれていたため、碑文が保存されたと推定される。なお考古を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま下にあるのではありまにして埋もれていたため、碑文が保存されたと推定される。なお考古もれていたため、碑文に、「永昌元年（が碑文に刻保存されたと推定される。なお考古されたと推定されている。書道史の上からされる。なお考古考えられるからです。古
学的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれもには、上侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてと下にあるのではありま侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてはいずれも 5 世紀」を作った人たち  の築造と推定されている。書道史の上からされてお考古り碑の年代
（7 世紀」を作った人たち  ）よりずっと前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されているのものになる現在、笠石神社を創建し碑の保護を命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子の神体として祀られ崇敬されているとして祀られ崇敬されているら親唐派の日本国に移っていれ崇敬されているされている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ウィキペディア』によりますと　　（Wikipedia）』によりますと　　
解説：（注 2）冊封（さくほう）冊封国から親唐派の日本国に移っていについては、毎年の朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい貢、中国から親唐派の日本国に移っていの元号が碑文に刻・暦（正
朔）を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま使用することなどが碑文に刻義務付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、そのけら親唐派の日本国に移っていれ、中国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい出兵を命令されることもあるが、そのを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子令されることもあるが、そのされることもあるが碑文に刻、その
逆に冊封国が攻撃を受けた場合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）に冊封国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻攻撃を受けた場合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま受けた領主である徳川光圀けた場合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）は中国から親唐派の日本国に移っていに対して救援を求めることができる。（部分）して救援を求めることができる。（部分）を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま求めることができる。（部分）めることが碑文に刻でき継がれていた地域のすべる。（部分）
出典: フリー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ウィキペディア』によりますと　　（Wikipedia）』によりますと　　
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【那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造碑　銘文に、「永昌元年（】永昌元年己丑四月飛鳥浄御によ原大宮那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造 追大壹那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提被賜歳次庚子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、年正月 二壬子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、日辰節殄故意斯麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、等立碑銘偲云尓 仰惟殞公廣氏尊胤国から親唐派の日本国に移ってい家棟梁一世之中重被貳 照一命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子之期連見されその報を受けた領主である徳川光圀再甦砕骨飛髄豈報を受けた領主である徳川光圀前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されている恩是以 曾子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、之家无有嬌子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、仲尼之門无有罵者行孝之 子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、不改其語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま銘夏尭心澄神照乾六月童子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、意香 助坤作った人たち  徒之大合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）言喩字故無翼長飛无根更固



この碑について、古田武彦氏（古代史研究家）は次のように述べています。べています。
　永昌元年巳丑四年四月」飛鳥浄御によ原大宮那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造追大壹」那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提」被賜』によりますと　　歳次
康子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、年正月二壬子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、日辰節尓』によりますと　　仰惟殖公廣氏尊胤国から親唐派の日本国に移ってい家棟梁一世之中重被貳照一命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子之期連見されその報を受けた領主である徳川光圀再
甦〈下にあるのではありま略〉　とあるのですが碑文に刻、従来説と私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。が碑文に刻違うのです。うのです。
『ウィキペディア』によりますと　　栃木県史』によりますと　　にでている読み方が違うのです。み方が違うのです。であるとか、岡崎敬されているさん、井上光貞さんなどの読み方のどさんなどの読み方が違うのです。み方が違うのです。のど
れを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまみましても、私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。んだようには読み方が違うのです。んでいないのです。永昌元年から親唐派の日本国に移ってい飛鳥浄御によ原大宮
までは同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じですが碑文に刻、那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造、追大壹、那須だけが唐の支配下にあるのではありま直と、三つ共本人たち  の肩書に読み方が違うのです。んで、三つの称
号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまもっている韋提(いてい)という人たち  が碑文に刻、評督に任ぜられた那須直葦提という称号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評った。だから親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったのは評
督に任ぜられた那須直葦提であると従来は読み方が違うのです。んでいるのです。誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれから親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったかというと、「永昌元年（飛鳥浄御によ原」ですか
ら親唐派の日本国に移ってい天の年号が碑文に刻武、持統、そしで年代から親唐派の日本国に移っていみると持統（持統三年）です。
　年号が碑文に刻は永昌元年です。これは中国から親唐派の日本国に移っていの年号が碑文に刻、則天の年号が碑文に刻武后の年号で、天子の年号と則天武后のの年号が碑文に刻で、天の年号が碑文に刻子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、の年号が碑文に刻と則天の年号が碑文に刻武后の年号で、天子の年号と則天武后のの
年号が碑文に刻の二本立ての年号が碑文に刻が碑文に刻あった時の、則天の年号が碑文に刻武后の年号で、天子の年号と則天武后のの方が違うのです。の年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま書いてあります。これが碑文に刻従来
説です。
　しかし私の読み方が違うのです。は戦の後、徐々に主権が日本国に前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されているや江戸時代には私の読み方が違うのです。と同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じ読み方が違うのです。み方が違うのです。の人たち  もいたのではないかと調べたのです。
江戸時代から親唐派の日本国に移っていかなりこの碑は読み方が違うのです。まれていまして、水戸光圀はこの石碑を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま基にして韋提さんにして韋提さん
の墓と推定した上侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じてはどれかと発堀したのです。上侍塚・下侍塚等ですね、江戸時代から非常に注目されしたのです。上侍塚・下にあるのではありま侍塚等ですね、江戸時代から親唐派の日本国に移ってい非常に注目されに注目されされ、
いろんな学者が碑文に刻読み方が違うのです。んでいるのですが碑文に刻、そのどれを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま読み方が違うのです。んでも従来説で私の読み方が違うのです。のような読み方が違うのです。み方が違うのです。を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまし
ている人たち  はいないのです。
私の読み方が違うのです。は自分の読み方が違うのです。み方が違うのです。が碑文に刻自然だと思ったのです。ったのです。
その根拠
(1) 評という行政単位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻でてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、で出てき継がれていた地域のすべましたように、
己亥年（六九九年・文に、「永昌元年（武三年）十月上挾国から親唐派の日本国に移ってい阿波評松里
のように“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県国から親唐派の日本国に移ってい”の方が違うのです。が碑文に刻上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県で“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県評”の方が違うのです。が碑文に刻下にあるのではありま部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県である。今でいえば○○県でいえば○○県
○○市のように、県が碑文に刻上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県、市が碑文に刻下にあるのではありま部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県です。府と市でも同じですね。と市でも同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じですね。
こういう意味で上の単位が“国”である。下の単位が“評”である、もっと下の単で上の単位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県国から親唐派の日本国に移ってい”である。下にあるのではありまの単位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県評”である、もっと下にあるのではありまの単
位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県里”であるというのは動がしがたいと思われていたのです。が碑文に刻しが碑文に刻たいと思ったのです。われていたのです。
解説：令されることもあるが、その制国から親唐派の日本国に移っていの成立は、昭和 42 年（1967 年）12 月、藤原京の北面外濠から「己亥（つの北面を下にして埋もれていたため、碑文が保存されたと推定される。なお考古外濠から「己亥（つから親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（己亥（つ
ちのとい、き継がれていた地域のすべどのいのしし、き継がれていた地域のすべが碑文に刻い）年十月上捄国から親唐派の日本国に移ってい阿波評松里□」（己亥年は西暦」（己亥年は西暦 699
年）と書かれた木簡で出てきましたように、「永昌元年（上挟国から親唐派の日本国に移ってい（現千葉県）阿波評（安房地方が違うのです。）の松里とある。
よみ：かずさのくに　あはのこほり　まつのさと：右図」が碑文に刻掘り出され郡評論争に決着がに決着がが碑文に刻
付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、そのけら親唐派の日本国に移っていれたとともに、『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　にある大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがの改新の諸政策は後世の潤色であることがの諸政策は後世の潤色であることがは後世の潤色であることがであることが碑文に刻
判明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（してお考古り、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（くの令されることもあるが、その制国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻確実に成立したと言えるのは、大宝元年（701 年）に制定されている。書道史の上から
された大宝律令されることもあるが、そのから親唐派の日本国に移っていである。出典: フリー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　百科事典　ウィキペディア』によりますと　　
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解説：大宝律令されることもあるが、その（たいほうりつりょう）は、701 年（大宝元年）に制定されている。書道史の上からされた日本の律令されることもあるが、その
である。大宝律令されることもあるが、そのは、日本の国から親唐派の日本国に移ってい情に合致した律令政治の実現を目指して編纂された。刑法に合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）致した律令政治の実現を目指して編纂された。刑法した律令されることもあるが、その政治の実現を目指して編纂された。刑法の実現を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま目され指して編纂された。刑法された。刑法
にあたる 6巻の「律（りつ）」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の行政法およの「永昌元年（律（りつ）」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の行政法およ唐の武則天の年号が碑文に刻律を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまそのまま導入しているが、現代の行政法およしているが碑文に刻、現代の行政法お考古よ
び民法などにあたる民法などにあたる 11巻の「律（りつ）」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の行政法およの「永昌元年（令されることもあるが、その（りょう）」は唐の武則天の年号が碑文に刻令されることもあるが、そのに倣いつつも日本社会の実情に則しいつつも日本社を創建し碑の保護を命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子会の実情に合致した律令政治の実現を目指して編纂された。刑法に則し
て改変されている。されている。
　この律令されることもあるが、そのの制定されている。書道史の上からによって、天の年号が碑文に刻皇の崩御によを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま中心とし、二官八省（神祇官、太政官 - 中務省・式部
省・治の実現を目指して編纂された。刑法部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵を命令されることもあるが、その部省）の官僚機構を骨格に据えた本格を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま骨格に据えた本格に据えた本格えた本格に据えた本格
的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれもな中央集権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい統治の実現を目指して編纂された。刑法体として祀られ崇敬されている制が碑文に刻成立した。役所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すで取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すり扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すう文に、「永昌元年（書には元号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま使うこと、印鑑を押すを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま押すす
こと、定されている。書道史の上からめら親唐派の日本国に移っていれた形式に従って作った人たち  成された文に、「永昌元年（書以外は受けた領主である徳川光圀理しないこと等々の、文書と手続しないこと等々に主権が日本国にの、文に、「永昌元年（書と手続
き継がれていた地域のすべの形式を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま重視した文書主義が導入された。した文に、「永昌元年（書主義が碑文に刻導入しているが、現代の行政法およされた。
　また地方が違うのです。官制については、国から親唐派の日本国に移ってい・郡・里などの単位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻定されている。書道史の上からめら親唐派の日本国に移っていれ（国から親唐派の日本国に移ってい郡里制）、中央政府と市でも同じですね。か
ら親唐派の日本国に移ってい派の倭国から親唐派の日本国に移ってい遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもされる国から親唐派の日本国に移ってい司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもには多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（大な権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえる一方が違うのです。、地方が違うのです。豪族がその職を占めていた郡司にもが碑文に刻その職を占めていた郡司にもを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま占めていた郡司にもめていた郡司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもにも
一定されている。書道史の上からの権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもが碑文に刻認められていた。めら親唐派の日本国に移っていれていた。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ウィキペディア』によりますと　　（Wikipedia）』によりますと　　
（本文に、「永昌元年（の続き継がれていた地域のすべ）国から親唐派の日本国に移ってい造については論議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかが碑文に刻沢山あるのですが碑文に刻、要するに“国“に関する実力とかするに“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県国から親唐派の日本国に移ってい“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県に関する実力とかとか
名誉とかをもった称号であるのは明らかです。それに対して評督は評に関する督（監督）とかを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまもった称号が碑文に刻であるのは明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（ら親唐派の日本国に移っていかです。それに対して救援を求めることができる。（部分）して評督に任ぜられた那須直葦提は評に関する督に任ぜられた那須直葦提（監督に任ぜられた那須直葦提）
とか評を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま支配する権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまもった長官であることも、恐らく明らかでしよう。ら親唐派の日本国に移っていく明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（ら親唐派の日本国に移っていかでしよう。
　すると従来説は「永昌元年（国から親唐派の日本国に移ってい造」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまもっている人たち  が碑文に刻、「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評って喜んでいるんでいる、となるわけ
です。しかし私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。では“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県評督に任ぜられた那須直葦提”を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評っている人たち  が碑文に刻“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県国から親唐派の日本国に移ってい造”を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評ったことになるわけです。
嬉しいわけです。碑を建てたのは韋提しいわけです。碑を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま建てたのは韋提(いてい)か死んでからですが、石碑を建てるのに値んでから親唐派の日本国に移っていですが碑文に刻、石碑を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま建てるのに値
するのじゃないか。このように単純な感じかたで読んだのです。な感じかたで読んだのです。じかたで読み方が違うのです。んだのです。
(2) さて単純な感じかたで読んだのです。な感じかたで読んだのです。じ方が違うのです。だけから親唐派の日本国に移ってい、“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県いい。”というわけではありません。私の読み方が違うのです。の「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま直・韋
提評督に任ぜられた那須直葦提」という読み方が違うのです。み方が違うのです。、評督に任ぜられた那須直葦提の称号が碑文に刻が碑文に刻本人たち  の実名の下にあるのではありまに付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、そのくことが碑文に刻あるのかという問題にに
なるわけです。調べてみますと、あります。
「永昌元年（倉足諏訪評督に任ぜられた那須直葦提」〈信濃国から親唐派の日本国に移ってい、金刺氏系図〉
というのが碑文に刻あります。これは系図ですので読み方が違うのです。み取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すり方が違うのです。に問題にが碑文に刻あるわけですが碑文に刻、問題にが碑文に刻な
いのは　「永昌元年（新の諸政策は後世の潤色であることが家連阿久督に任ぜられた那須直葦提領」〈皇の崩御によ太神宮儀式帳〉です。「督領」は「評督」と同類の称号〉です。「永昌元年（督に任ぜられた那須直葦提領」は「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」と同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称類の称号の称号が碑文に刻
です。「永昌元年（督に任ぜられた那須直葦提領」が碑文に刻実名の下にあるのではありまにき継がれていた地域のすべています。
　私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。んだように「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提」と読み方が違うのです。んでも、少くとも実例からみると不思議ではくとも実例からみると不思議ではから親唐派の日本国に移っていみると不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかでは
ないですね。
(3) それから親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造」と一連のものと考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれる「永昌元年（追大壱」があります。「追大壱」」が碑文に刻あります。「永昌元年（追大壱」があります。「追大壱」」
というのは非常に注目されにはっき継がれていた地域のすべりしてお考古ります。天の年号が碑文に刻武の末年にこの制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻作った人たち  ら親唐派の日本国に移っていれ持統朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていに伝えらえら親唐派の日本国に移ってい
れたのです。大宝から親唐派の日本国に移っていは違うのです。う制度が作られ持統朝に伝えらになります。「永昌元年（追大壱」があります。「追大壱」」が碑文に刻でてくるのは天の年号が碑文に刻武の末年から親唐派の日本国に移ってい
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持統までの限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもら親唐派の日本国に移っていれた年代にしかでてこないのです。でてき継がれていた地域のすべてはなら親唐派の日本国に移っていないわけです。文に、「永昌元年（武五
年が碑文に刻大宝ですから親唐派の日本国に移ってい、それ以後でてき継がれていた地域のすべてはなら親唐派の日本国に移っていないわけです。
　私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。では「永昌元年（追大壱」があります。「追大壱」」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま飛鳥浄御によ原大宮から親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったことになるので、全く矛盾がなく矛盾がなが碑文に刻な
いわけです。
(4) 私の読み方が違うのです。が碑文に刻一番決め手になると思ったのです。ったのはこの文に、「永昌元年（章です。これは漢文ではありません。漢字です。これは漢文に、「永昌元年（ではありません。漢字
が碑文に刻並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。んでいるので、漢文に、「永昌元年（のような気がしますが漢文ではないのです。が碑文に刻しますが碑文に刻漢文に、「永昌元年（ではないのです。
従来説であれ私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。でも漢文に、「永昌元年（ではないのです。それなら親唐派の日本国に移ってい何のルールもないかというとのルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ルもないかというと、
やはりルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ルはあると思ったのです。うのです。
　どういうルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ルかといいますと、「永昌元年（永昌元年」で始まり「飛鳥浄御原」となっていますまり「永昌元年（飛鳥浄御によ原」となっています。
これを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま逆に冊封国が攻撃を受けた場合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）にしても意味で上の単位が“国”である。下の単位が“評”である、もっと下の単は変されている。ら親唐派の日本国に移っていないわけです。「永昌元年（飛鳥浄御によ原」から親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（永昌元年」に○○を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま
貰った。だから貰ったのは評ったとしても意味で上の単位が“国”である。下の単位が“評”である、もっと下の単に違うのです。いはないわけです。ただ日本語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま漢字で並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。べてあるだけですから親唐派の日本国に移ってい、
日本語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまではどちら親唐派の日本国に移っていを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま先に書いても、意昧は通じるんです。に書いても、意昧は通じるんです。は通じるんです。じるんです。
　では何のルールもないかというと故に「永昌元年（永昌元年」が碑文に刻先に書いても、意昧は通じるんです。にき継がれていた地域のすべているかという「永昌元年（尊卑関係」だと私は思うのです。尊」だと私の読み方が違うのです。は思ったのです。うのです。尊
いものを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま上にして、卑しいものというか、より尊くないものを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま下にあるのではありまにもってき継がれていた地域のすべている。つま
り「永昌元年（飛鳥浄御によ原」の方が違うのです。より中国から親唐派の日本国に移っていの朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい廷の方が尊いわけです。だから「飛鳥浄御原」を先頭の方が違うのです。が碑文に刻尊いわけです。だから親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（飛鳥浄御によ原」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま先に書いても、意昧は通じるんです。頭
にもってき継がれていた地域のすべてはいけない、「永昌元年（永昌元年」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま先に書いても、意昧は通じるんです。頭にしなくてはいけなかったんだろうと思ったのです。う
わけです。この文に、「永昌元年（章です。これは漢文ではありません。漢字を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま書いた人たち  の意識は「尊卑」の上下関係にもとづいている、という仮は「永昌元年（尊卑」の上下にあるのではありま関係」だと私は思うのです。尊にもとづいている、という仮
説を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまたててみたのです。
　そうしますと、従来説では、「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」・那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提」が碑文に刻今でいえば○○県までの本人たち  の肩書
で、今でいえば○○県度が作られ持統朝に伝えら貰った。だから貰ったのは評った肝心のものが碑文に刻、「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」なのです。とすると飛鳥浄御によ原から親唐派の日本国に移っていいただいた肝
心のものを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま、自分の足の下にあるのではありまに踏んでいる、そういう形になるわけです。んでいる、そういう形になるわけです。
　これに対して救援を求めることができる。（部分）し、私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。では飛鳥浄御によ原から親唐派の日本国に移っていいただいたもの「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま
「永昌元年（飛鳥浄御によ原」の次にもってき継がれていた地域のすべて、本人たち  「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま一番最後にしている。先に書いても、意昧は通じるんです。程
いいました「永昌元年（尊卑の順により発見されその報を受けた領主である徳川光圀序」はスーッと通っているのです。」はスー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ッと通っているのです。と通じるんです。っているのです。
　従来説では今でいえば○○県度が作られ持統朝に伝えらいただいた肝心のものを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま本人たち  の足の下にあるのではありまに置くという、こういう文章にくという、こういう文に、「永昌元年（章です。これは漢文ではありません。漢字に
なっているのですね。「永昌元年（尊卑のルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ル」で書かれていると考えられるからです。えると、文に、「永昌元年（章です。これは漢文ではありません。漢字として一つの
ルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ルが碑文に刻ある。すると私の読み方が違うのです。の方が違うのです。は、それに合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）っているが碑文に刻、従来説では合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）わない。
(5) それから親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」は「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま評督に任ぜられた那須直葦提」であることは誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれも疑ってないわけです。「韋提評ってないわけです。「永昌元年（韋提評
督に任ぜられた那須直葦提」と「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまカッと通っているのです。トしています。しています。
　従来説だと「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造」「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま直」と二度が作られ持統朝に伝えら「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、そのけていなが碑文に刻ら親唐派の日本国に移ってい、肝心のものであ
る「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」には「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまカッと通っているのです。トしています。していることになるのです。これは不自然だと思ったのです。います。
他の所をカットしても「那須評督」を貰ったとこれだけはキッチリと書いてほしいですねの所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまカッと通っているのです。トしています。しても「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま評督に任ぜられた那須直葦提」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評ったとこれだけはキッと通っているのです。チリと書いてほしいですね。
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　これに対して救援を求めることができる。（部分）して私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。では、「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま直・韋提評督に任ぜられた那須直葦提」です。那須だけが唐の支配下にあるのではありまの直の韋提評督に任ぜられた那須直葦提ですか
ら親唐派の日本国に移ってい、評督に任ぜられた那須直葦提に那須だけが唐の支配下にあるのではありま評督に任ぜられた那須直葦提とするとかえってお考古かしいです。先に書いても、意昧は通じるんです。程の例からみると不思議ではもそうではないです。そし
て今でいえば○○県度が作られ持統朝に伝えら貰った。だから貰ったのは評った肝心のものに「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」」と那須だけが唐の支配下にあるのではありまを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまつけているわけです。ただ国から親唐派の日本国に移ってい造
でなく那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造とちゃんと書いている。
　“国”の方が上部概念で“評”の方が下部概念である。今でいえば○○県貰った。だから貰ったのは評った、肝心のものに省略が碑文に刻ない。”という点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべも私の読み方が違うのです。の読み方が違うのです。み方が違うのです。なら親唐派の日本国に移っていいいが碑文に刻、従来説では肝
心のものに三回目されだから親唐派の日本国に移っていめんどくさい、やめとけという形になります。
(6) 最後に一番の問題にが碑文に刻あります。
　この石碑の最大の特徴といいますか、不思議な点があります。といいますか、不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかな点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべが碑文に刻あります。
　今でいえば○○県までの解説ではこれから親唐派の日本国に移ってい説明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（するところを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまあまり不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかだとはいってないのですが碑文に刻、
私の読み方が違うのです。には不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかだと思ったのです。われるのです。
　この韋提が碑文に刻一生の内二回いい目にあったというのを、先程引用しました文の後半でくりの内二回いい目されにあったというのを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま、先に書いても、意昧は通じるんです。程引き継がれていた地域のすべ用しました文に、「永昌元年（の後半でくりでくり
返しています。一生の内二回お陽さんのあたるいい目にあった。二回いい目にあっただけしています。一生の内二回いい目にあったというのを、先程引用しました文の後半でくりの内二回お考古陽さんのあたるいい目にあった。二回いい目にあっただけさんのあたるいい目されにあった。二回いい目されにあっただけ
でなく、もう駄目されだと思ったのです。ったら親唐派の日本国に移ってい又生の内二回いい目にあったというのを、先程引用しました文の後半でくりき継がれていた地域のすべかえったという、本人たち  にはショッと通っているのです。キングな喜びだっな喜んでいるび民法などにあたるだっ
たら親唐派の日本国に移っていしいですね。確かにそうですね。御によ本人たち  は二回称号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評っているのです。
　「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評ったのと「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」というのを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評ったのです。「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま直」は姓
ですから親唐派の日本国に移ってい自分が碑文に刻貰った。だから貰ったのは評わなくても、お考古父さんお考古祖父さんから親唐派の日本国に移ってい伝えらわっててもいいのです。しかし
「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」」「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」は本人たち  が碑文に刻貰った。だから貰ったのは評ったのです。特に「永昌元年（追大壱」があります。「追大壱」」は御によ本人たち  が碑文に刻貰った。だから貰ったのは評った
のに決っているのです。二回いい目されにあっているのは本人たち  の称号が碑文に刻から親唐派の日本国に移っていも明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（ら親唐派の日本国に移っていかなんです。
　ところが碑文に刻不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかなことに、二回いい目されにあったのなら親唐派の日本国に移ってい二回の時点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべが碑文に刻あり、二回いい目されに
あててくれた人たち  が碑文に刻いるはずなんですが碑文に刻、石碑には一回の時点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべと一つしか与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえた人たち  が碑文に刻書いて
ないのです。これが碑文に刻この碑の一番の不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかだと思ったのです。うのです。あと一回の称号が碑文に刻については、
誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれから親唐派の日本国に移ってい何のルールもないかというと時貰った。だから貰ったのは評ったかは省略しますという姿勢なのです。なのです。
　これはこの石碑の分量からも不思議です。先程の引用は一部分です。大きな立派な石碑から親唐派の日本国に移っていも不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかです。先に書いても、意昧は通じるんです。程の引き継がれていた地域のすべ用は一部分です。大き継がれていた地域のすべな立派の倭国から親唐派の日本国に移っていな石碑
でして、碑面を下にして埋もれていたため、碑文が保存されたと推定される。なお考古が碑文に刻なくて一回分は省略したというものではありません。一回分を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま完全く矛盾がなに故意
にカッと通っているのです。トしています。しているわけです。ここが碑文に刻この石碑の不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかなところです。
　そこで私の読み方が違うのです。の説と従来説の場合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）、何のルールもないかというとを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま表し何のルールもないかというとを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま隠しているか違ってくるわけです。しているか違うのです。ってくるわけです。従来説
では「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれから親唐派の日本国に移ってい何のルールもないかというと時貰った。だから貰ったのは評ったかは御によ遠慮申します。省略します。そしします。省略します。そし
て「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま「永昌元年（永昌元年」に「永昌元年（飛鳥浄御によ原大宮」から親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ら親唐派の日本国に移っていいましたといっていることにな
ります。
　私の読み方が違うのです。の場合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）は「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壱」があります。「追大壱」」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま「永昌元年（永昌元年」に「永昌元年（「永昌元年（飛鳥浄御によ原」から親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評いました。
これははっき継がれていた地域のすべり碑に書き継がれていた地域のすべます。しかし「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」についてはかって、誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれから親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったかは触
れません、ということになるわけです。
　先に書いても、意昧は通じるんです。程いいましたように「永昌元年（追大壱」があります。「追大壱」」はどうみても天の年号が碑文に刻武持統朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（飛鳥浄御によ原大宮」の称号が碑文に刻で
すから親唐派の日本国に移ってい、「永昌元年（飛鳥浄御によ原大宮」から親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったのは確実です。だのに従来説は誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれから親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったの
か直接書かず、何のルールもないかというと時かもカッと通っているのです。トしています。している。これは非常に注目されに不思ったのです。議が沢山あるのですが、要するに“国“に関する実力とかだと思ったのです。うわけです。
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　ところが碑文に刻私の読み方が違うのです。の理しないこと等々の、文書と手続解だと文に、「永昌元年（字通じるんです。り「永昌元年（永昌元年飛鳥浄御によ原大宮」から親唐派の日本国に移ってい貰った。だから貰ったのは評ったとなり、「永昌元年（追大
壱」があります。「追大壱」」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま貰った。だから貰ったのは評う時点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべとして、文に、「永昌元年（句なくふさわしいわけです。しかし「評督」については誰れかなくふさわしいわけです。しかし「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」については誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですかれか
ら親唐派の日本国に移ってい何のルールもないかというと時貰った。だから貰ったのは評ったかについてカッと通っているのです。トしています。します。ということになっているわけです。
　ここに至り、私はこれは非常に大きな問題に発展する、そのことを深く感ぜずにはいらり、私の読み方が違うのです。はこれは非常に注目されに大き継がれていた地域のすべな問題にに発展する、そのことを深く感ぜずにはいらする、そのことを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま深く感ぜずにはいらく感じかたで読んだのです。ぜずにはいら親唐派の日本国に移ってい
れなかったのです。
　これに対して救援を求めることができる。（部分）して、田熊清彦氏・信之氏は（ 著作った人たち  ：那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造碑 1989.10.30 発行）の中で、
次のように述べています。べています。
（略）なお考古前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されている段部の「永昌元年（大宮」から親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（被賜」までの部分は、訓詁上六、七通じるんです。りにも読み方が違うのです。み得るる
が碑文に刻通じるんです。般的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれもには「永昌元年（○○大宮治の実現を目指して編纂された。刑法天の年号が碑文に刻下にあるのではありま」　などの用例からみると不思議ではから親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（・・・大宮に那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造の追大壱」があります。「追大壱」な
る・・・」とよめまた「永昌元年（評督に任ぜられた那須直葦提」という目され的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれも語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまの位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、置くという、こういう文章にと主語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま「永昌元年（韋提」及び動詞「被賜」の漢び民法などにあたる動がしがたいと思われていたのです。詞「永昌元年（被賜」の漢
語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまなら親唐派の日本国に移っていぬ和語の敬語記述上の様子を考慮すると「・・・大宮より・・・」と動作、権威の和語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまの敬されている語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。上の様子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま考えられるからです。慮すると「永昌元年（・・・大宮より・・・」と動がしがたいと思われていたのです。作った人たち  、権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい威のの
動がしがたいと思われていたのです。き継がれていた地域のすべを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま表立てても読み方が違うのです。むことが碑文に刻可能である。である。
　このような重文に、「永昌元年（構を骨格に据えた本格造に近い不確実になりかねない文に、「永昌元年（章です。これは漢文ではありません。漢字を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま未読み方が違うのです。するとその中から親唐派の日本国に移ってい中・朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい文に、「永昌元年（
化の改新の諸政策は後世の潤色であることがを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま接受けた領主である徳川光圀し摂取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すしなが碑文に刻ら親唐派の日本国に移ってい咀嚼して根付かせて行こうとしていた上古日本の人々の推察されして根付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、そのかせて行こうとしていた上古日本の人たち  々に主権が日本国にの推察されされ
るのである。
　ただしこの「永昌元年（大宮」から親唐派の日本国に移ってい「永昌元年（被賜」に至り、私はこれは非常に大きな問題に発展する、そのことを深く感ぜずにはいらる部分は、古田武彦氏が碑文に刻説くように「永昌元年（・・・大宮
は、那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造、追大壹を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま、那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提に賜はる」とは訓めない。
　なぜなら親唐派の日本国に移ってい当代のこの種の文章には書式があるようでありの文に、「永昌元年（章です。これは漢文ではありません。漢字には書式が碑文に刻あるようであり那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提と言った官職を占めていた郡司にもを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま
姓名の下にあるのではありまに措く形は当代には確認されないからである。く形は当代には確認められていた。されないから親唐派の日本国に移っていである。同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称種の文章には書式があるようであり表記の類の称号例からみると不思議ではとして古田氏の指
摘したものは傍注小字を本文に続けて同列に読んだりしたものですべて誤認である。したものは傍注小字を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま本文に、「永昌元年（に続けて同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称列に読んだりしたものですべて誤認である。に読み方が違うのです。んだりしたものですべて誤認められていた。である。
　また「永昌元年（被賜」の動がしがたいと思われていたのです。詞に関して言え
ばその目され的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれも語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまは和文に、「永昌元年（脈化の改新の諸政策は後世の潤色であることがされた表現
のゆえにか伊福部徳足比賣墓と推定した上侍塚古墳と下侍塚古墳の発掘調査と史跡整備を家臣の佐々宗淳に命じて誌銅壺
（右図）の遺例からみると不思議ではのようにその直上に
置くという、こういう文章にかれるのが碑文に刻常に注目され態だからである。だから親唐派の日本国に移っていである。
（その形式は）
一に記銘される日時、
二に権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい威の者の名、
三に権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい威の者に連なる自己の立場、
四に自己の立場と権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい威のを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま裏付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、そのける官
名と据えた本格え、
五に和文に、「永昌元年（脈のもとに和化の改新の諸政策は後世の潤色であることがされた動がしがたいと思われていたのです。詞
を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまとどめる。（となっている。）
（略）と述べています。べています。
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また、石田敬されている一氏は、詳しく次のように述べています。べています。
(1) 那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造碑の碑文に、「永昌元年（は、次のとお考古りです。
永昌元年己丑四月飛鳥浄御によ原大宮那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造
追大壹那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提被賜歳次庚子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、年正月
二壬子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、日辰節殄故意斯麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、等立碑銘偲云尓
仰惟殞公廣氏尊胤国から親唐派の日本国に移ってい家棟梁一世之中重被貳
照一命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子之期連見されその報を受けた領主である徳川光圀再甦砕骨飛髄豈報を受けた領主である徳川光圀前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されている恩是以
曾子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、之家无有嬌子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、仲尼之門无有罵者行孝之
子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、不改其語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま銘夏尭心澄神照乾六月童子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、意香
助坤作った人たち  徒之大合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）言喩字故無翼長飛无根更固
永昌元年（689 年）己丑(き継がれていた地域のすべちゆう)四月、飛鳥浄御によ原大宮にて、那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壹を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま那須だけが唐の支配下にあるのではありま
直韋提評督に任ぜられた那須直葦提は賜わる。
歳次庚子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、年（700 年）の正月二壬子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、の日、辰節に殄(た)つ。故に意斯麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、等碑を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま立て銘に
偲び民法などにあたるて尓(じ)かに云う。
「永昌元年（仰ぎ惟惟(お考古も)うに殞公(いんこう)は、廣氏の尊い胤(血筋)にして、国から親唐派の日本国に移ってい家の棟梁なり。一
世之中に重ねて貳(ふた)つを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま照し
被(こうむ)り、一命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子之期に連ねて再び民法などにあたる甦(よみが碑文に刻え)りを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま見されその報を受けた領主である徳川光圀る。
砕骨挑髄するも、豈(あ)に前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されている恩に報を受けた領主である徳川光圀わんや。是を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま以て曾子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、の家に嬌子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、有ること无(な)く、
仲尼の門に罵(ののし)る
者有ること无(な)し。行孝の子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、は其の語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま改めず。
銘夏尭心、澄神照乾、六月童子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、、意香助坤、作った人たち  徒之大、合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）言喩字。故に翼無くして長飛し、
根无(な)くして更に固し」（読み方が違うのです。み下にあるのではありましは筆者による。以下にあるのではありま同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じ）
「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造追大壹那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提評督に任ぜられた那須直葦提被賜」の解釈は、那須国造・追大壹は、那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壹(ついだいいち)を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま旧
称とする従来説と、評督に任ぜられた那須直葦提を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま旧称とする古田説が碑文に刻あります。
通じるんです。説では「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造で追大壹の那須だけが唐の支配下にあるのではありま直韋提は、評督に任ぜられた那須直葦提を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま賜はれり」と読み方が違うのです。み下にあるのではありまされます。
一方が違うのです。、古田説では「永昌元年（那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壹を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま、那須だけが唐の支配下にあるのではありま直・韋提評督に任ぜられた那須直葦提（は）賜る」と読み方が違うのです。み下にあるのではありまします。
私の読み方が違うのです。は、古田説が碑文に刻正しいと思ったのです。います。というのも、追大壹は、天の年号が碑文に刻武十四年(685 年）に制定されている。書道史の上から
された新の諸政策は後世の潤色であることがしい冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、四十八階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年の冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらによるものですから親唐派の日本国に移ってい、その制定されている。書道史の上から４年後の永昌元年
（689 年）に追大壹の冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえら親唐派の日本国に移っていれたとすれば、新の諸政策は後世の潤色であることがたな冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま賜る時期として適当です。
でき継がれていた地域のすべたばかりの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらに従って新の諸政策は後世の潤色であることがたな冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま賜ったことになります。
一方が違うのです。、「永昌元年（評」は、法隆寺旧蔵金剛観音菩薩像の銘文に「辛亥年（の銘文に、「永昌元年（に「永昌元年（辛亥年（651 年）笠評」が碑文に刻あり、
評制及び動詞「被賜」の漢び民法などにあたる評督に任ぜられた那須直葦提の官職を占めていた郡司にもは７世紀半ばには存在したと考えられます。したがって、古い官職に世紀」を作った人たち  半でくりばには存されたと推定される。なお考古在したと考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれます。したが碑文に刻って、古い官職を占めていた郡司にもに
新の諸政策は後世の潤色であることがしい官職を占めていた郡司にもと冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、が碑文に刻与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえら親唐派の日本国に移っていれたことになり、評督に任ぜられた那須直葦提であった韋提が碑文に刻国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壹を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま永昌元年
に賜る流れが自然であり、よく理解できます。れが碑文に刻自然であり、よく理しないこと等々の、文書と手続解でき継がれていた地域のすべます。
　従来説の読み方が違うのです。解では、那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壹である韋提(いてい)が碑文に刻評督に任ぜられた那須直葦提を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま賜ったことになりま
すが碑文に刻、新の諸政策は後世の潤色であることが冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、の追大壹とともに那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造の任ぜられた那須直葦提命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま受けた領主である徳川光圀けたばかりの韋提(いてい)が碑文に刻すぐにま
た評督に任ぜられた那須直葦提の官職を占めていた郡司にもを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま賜ることになり不自然だと考えられるからです。えます。
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　ところで、評督に任ぜられた那須直葦提は、古田武彦氏が碑文に刻『ウィキペディア』によりますと　　古代に真実を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま求めることができる。（部分）めて』によりますと　　第９集（明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（石書店、2006 年
3 月）などで筑紫都督に任ぜられた那須直葦提の配下にあるのではありまの倭国から親唐派の日本国に移ってい独自の官職を占めていた郡司にもであると示されています。中国においてはされています。中国から親唐派の日本国に移っていにお考古いては
中国から親唐派の日本国に移っていの属国から親唐派の日本国に移っていに対して救援を求めることができる。（部分）して都督に任ぜられた那須直葦提を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえているものの評督に任ぜられた那須直葦提の制度が作られ持統朝に伝えらはありませんので、評督に任ぜられた那須直葦提を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま倭国から親唐派の日本国に移ってい独
自のものとする古田説に私の読み方が違うのです。も全く矛盾がなく同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称感じかたで読んだのです。です。
　そしてまた中国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻その属国から親唐派の日本国に移っていの王に都督に任ぜられた那須直葦提を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえたように、評督に任ぜられた那須直葦提について、私の読み方が違うのです。は、九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい
である倭国から親唐派の日本国に移ってい（以下にあるのではありま、九州倭国から親唐派の日本国に移ってい）の王者が碑文に刻その属国から親唐派の日本国に移っていである各地の王に与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえた官職を占めていた郡司にもであると考えられるからです。
えます。
　さて、九州倭国から親唐派の日本国に移っていの王者が碑文に刻この評督に任ぜられた那須直葦提の官職を占めていた郡司にもの任ぜられた那須直葦提命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま実施したのと同じように、永昌元年にしたのと同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じように、永昌元年に
那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造の官職を占めていた郡司にもとともに追大壹の冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえたのも、九州倭国から親唐派の日本国に移っていの王者であるとの見されその報を受けた領主である徳川光圀解が碑文に刻あ
ります。
　通じるんです。説では「永昌元年（飛鳥浄御によ原大宮」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま人たち  物と解して「永昌元年（持統天の年号が碑文に刻皇の崩御によから親唐派の日本国に移ってい賜わる」と解釈は、那須国造・追大壹します。し
かし、この見されその報を受けた領主である徳川光圀解について、私の読み方が違うのです。は違うのです。うと思ったのです。います。
私の読み方が違うのです。は「永昌元年（飛鳥浄御によ原大宮」は文に、「永昌元年（字どお考古り場所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま示されています。中国においてはすと考えられるからです。えます。「永昌元年（飛鳥浄御によ原大宮にて賜わ
る」と読み方が違うのです。解するほうが碑文に刻適切であると思います。であると思ったのです。います。
　国から親唐派の日本国に移ってい造・追大壹は、これまでの評督に任ぜられた那須直葦提とは異なる官職・冠位の制度です。韋提は、評督とはなる官職を占めていた郡司にも・冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、の制度が作られ持統朝に伝えらです。韋提は、評督に任ぜられた那須直葦提とは
異なる官職・冠位の制度です。韋提は、評督とはなる制度が作られ持統朝に伝えらのもとに那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造の官職を占めていた郡司にもと新の諸政策は後世の潤色であることがたな冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえら親唐派の日本国に移っていれたのです。
そして、評制は 701 年まで続いたことが碑文に刻明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（ら親唐派の日本国に移っていかになっていますので、それを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえた人たち  物は、
評督に任ぜられた那須直葦提の官職を占めていた郡司にもを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもえた同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じ九州倭国から親唐派の日本国に移っていの王者ではありえません。永昌元年の時点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべでは、倭国から親唐派の日本国に移っていの
評制・評督に任ぜられた那須直葦提制と並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。行して、倭国から親唐派の日本国に移っていの属国から親唐派の日本国に移っていである日本国から親唐派の日本国に移っていの国から親唐派の日本国に移ってい造・冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制が碑文に刻実効性を持っていたを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま持っていた
ことを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまこの碑文に、「永昌元年（は示されています。中国においてはしています。
　永昌元年（689 年）は『ウィキペディア』によりますと　　二中歴』によりますと　　年代歴に記載された、いわゆる九州年号の「朱鳥」された、いわゆる九州年号が碑文に刻の「永昌元年（朱鳥」
（686～694 年）の時代にあたります。九州倭国から親唐派の日本国に移っていの独自年号が碑文に刻「永昌元年（朱鳥」が碑文に刻続いている時期で
あったにもかかわら親唐派の日本国に移っていず、「永昌元年（朱鳥」は記されず、唐の武則天の年号が碑文に刻の武則天の年号が碑文に刻の年号が碑文に刻が碑文に刻碑文に、「永昌元年（に刻まれたのは、
すでに九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていの実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻反唐の武則天の年号が碑文に刻派の倭国から親唐派の日本国に移っていの倭国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい親唐の武則天の年号が碑文に刻派の倭国から親唐派の日本国に移っていの日本国から親唐派の日本国に移っていに移っていっていることを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま如実に物
語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまっています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまの一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまだけが碑文に刻唐の武則天の年号が碑文に刻の支配下にあるのではありまにあるのではありません。
永昌元年の時点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべでは、九州の倭国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべの日本国から親唐派の日本国に移っていに引き継がれていた地域のすべき継がれていた地域のすべ継がれていた地域のすべが碑文に刻れていた地域のすべのすべてが碑文に刻、
唐の武則天の年号が碑文に刻武則天の年号が碑文に刻の支配下にあるのではありまになったのです。
那須だけが唐の支配下にあるのではありま国から親唐派の日本国に移ってい造碑の碑文に、「永昌元年（では、韋提は、一生の内二回いい目にあったというのを、先程引用しました文の後半でくりの中で二回、蘇(よみが碑文に刻え)り照ら親唐派の日本国に移っていされたとあります。
すなわち２回、日の目を見たということです。それは、九州の倭国から評督に任命された回、日の目されを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま見されその報を受けた領主である徳川光圀たということです。それは、九州の倭国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい評督に任ぜられた那須直葦提に任ぜられた那須直葦提命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子された
とき継がれていた地域のすべと、近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべの日本国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい国から親唐派の日本国に移ってい造に任ぜられた那須直葦提命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子されたとき継がれていた地域のすべの２回、日の目を見たということです。それは、九州の倭国から評督に任命された回ということです。特に２回、日の目を見たということです。それは、九州の倭国から評督に任命された回目されは起
死んでからですが、石碑を建てるのに値回生の内二回いい目にあったというのを、先程引用しました文の後半でくりの出来事だったということで「永昌元年（蘇」の語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま句なくふさわしいわけです。しかし「評督」については誰れかが碑文に刻使われたのでしょう。
(2) 倭国から親唐派の日本国に移っていと日本国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらについて
『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　は、701 年に建国から親唐派の日本国に移っていされた近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移ってい（新の諸政策は後世の潤色であることが日本国から親唐派の日本国に移ってい）によって、前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されている王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていである倭国から親唐派の日本国に移ってい
とそれに繋がる日本国の歴史について記述されたという観点を持たないと、倭国と日本国が碑文に刻る日本国から親唐派の日本国に移っていの歴史について記述べています。されたという観点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま持たないと、倭国から親唐派の日本国に移っていと日本国から親唐派の日本国に移ってい
の冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらについての理しないこと等々の、文書と手続解は困難になると思います。になると思ったのです。います。
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　倭国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらについて、『ウィキペディア』によりますと　　隋書』によりますと　　タイ伝（以下タイ國は倭国と記述）に「内官に十二伝えら（以下にあるのではありまタイ伝（以下タイ國は倭国と記述）に「内官に十二國は倭国と記述）に「内官に十二は倭国から親唐派の日本国に移っていと記述べています。）に「永昌元年（内官に十二
等あり。一を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま大徳といい、次は小徳、次は大仁、次は小仁、次は大義、次は小義・・・・
定されている。書道史の上から数なし」とあり「内官」を定めています。なし」とあり「永昌元年（内官」を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま定されている。書道史の上からめています。
　また『ウィキペディア』によりますと　　旧唐の武則天の年号が碑文に刻書』によりますと　　倭國は倭国と記述）に「内官に十二伝えらには「永昌元年（官を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま設くる十二等あり」とあります。このように隋・唐のくる十二等あり」とあります。このように隋・唐の武則天の年号が碑文に刻の
中国から親唐派の日本国に移ってい史書には、倭国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻、内官の冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、で十二等で成り立つと示されています。中国においてはされます。一貫しし
て十二等です。なお考古、高麗も十二等です。も十二等です。
官有太大兄，次大兄，次小兄，次對盧，次意侯奢，次烏拙，次太大使者，次大使者，次小
使者，次褥奢，次翳屬，次仙人たち  ，凡十二等。
（中華書局版二十四史『ウィキペディア』によりますと　　隋書』によりますと　　1814頁）
一方が違うのです。で、書紀」を作った人たち  には、推古十一年（603 年）に「永昌元年（始まり「飛鳥浄御原」となっていますめて冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま行う。大徳、小徳、大仁、小
仁、大礼、小礼、・・・・并て十二階」の記事があります。この推古十一年（て十二階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」の記事が碑文に刻あります。この推古十一年（603 年）の
「永昌元年（冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、十二階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」は、倭国から親唐派の日本国に移っていの「永昌元年（内官十二等」と比べると冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、の書き継がれていた地域のすべ順により発見されその報を受けた領主である徳川光圀は違うのです。うものの、冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、名
と等級階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年数なし」とあり「内官」を定めています。が碑文に刻まったく同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じですので、倭国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。したものと考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれます。
史書   冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、
隋書   大徳・小徳・大仁・小仁・大義・小義
       大礼・小礼・大智・小智・大信・小信
書紀」を作った人たち     大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼
       大信・小信・大義・小義・大智・小智
　そして、「永昌元年（冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、十二階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」に続いて、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが三年（647 年）の「永昌元年（冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、十三階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」制定されている。書道史の上から、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが五
年（649 年）の「永昌元年（冠十九階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」、天の年号が碑文に刻智三年（664 年）の「永昌元年（冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、二十六階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」、天の年号が碑文に刻武十四年(685
年）の「永昌元年（親王・諸王十二階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年諸臣の佐々宗淳に命じて四十八階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年」まで冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、の階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年数なし」とあり「内官」を定めています。が碑文に刻増えていきます。えていき継がれていた地域のすべます。
　大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが三年（647 年）の冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、十三階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年以降の冠位については、中国の史書に示されませんのの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、については、中国から親唐派の日本国に移っていの史書に示されています。中国においてはされませんの
で、これら親唐派の日本国に移っていは、倭国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらではなく、倭国から親唐派の日本国に移っていの属国から親唐派の日本国に移っていである日本国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻記述べています。され
ていると考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれます。つまり、書紀」を作った人たち  の大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが以降の冠位については、中国の史書に示されませんのの時期には、倭国から親唐派の日本国に移っていの内官十二等制度が作られ持統朝に伝えらとと
もに、その属国から親唐派の日本国に移っていでありなが碑文に刻ら親唐派の日本国に移ってい力とかを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま増えていきます。してき継がれていた地域のすべた日本国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。存されたと推定される。なお考古していたということ
になります。
　近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ天の年号が碑文に刻皇の崩御によ家の一元史観では、なぜ中国から親唐派の日本国に移ってい史書に大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが以降の冠位については、中国の史書に示されませんのの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻記述べています。されていないの
かが碑文に刻、説明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（でき継がれていた地域のすべません。また、これら親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらは九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移っていの盗用とする意見されその報を受けた領主である徳川光圀もあり
ますが碑文に刻、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが以降の冠位については、中国の史書に示されませんのの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻なぜ中国から親唐派の日本国に移ってい史書に記述べています。されていないのか、やはり説明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（でき継がれていた地域のすべま
せん。これまでの古代史観では、こうした冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらの説明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（が碑文に刻困難になると思います。です。
『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　は、近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていに先に書いても、意昧は通じるんです。立つ九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていの倭国から親唐派の日本国に移っていとそれを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま受けた領主である徳川光圀け継がれていた地域のすべいだ日本国から親唐派の日本国に移っていの歴史を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記
述べています。したものという観点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべに立つと、倭国から親唐派の日本国に移っていと日本国から親唐派の日本国に移っていの冠位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、制度が作られ持統朝に伝えらが碑文に刻よく理しないこと等々の、文書と手続解でき継がれていた地域のすべます。
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(3) いわゆる九州年号が碑文に刻について
『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　には、「永昌元年（大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが」「永昌元年（朱鳥」「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」など、いわゆる九州年号が碑文に刻が碑文に刻記述べています。されていま
す。これら親唐派の日本国に移っていの九州年号が碑文に刻は、書紀」を作った人たち  にお考古いて隠しているか違ってくるわけです。された年号が碑文に刻であると一般的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれもに認められていた。識は「尊卑」の上下関係にもとづいている、という仮されています。
もしくは九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていの史書から親唐派の日本国に移ってい盗用されたという考えられるからです。え方が違うのです。もあります。
　私の読み方が違うのです。は、こうした説明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（に納得るが碑文に刻いき継がれていた地域のすべません。もし、書紀」を作った人たち  が碑文に刻九州年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま隠しているか違ってくるわけです。蔽したのだとすれしたのだとすれ
ば、なぜ、わざわざ「永昌元年（改天の年号が碑文に刻豐財重日足?天の年号が碑文に刻皇の崩御によ四年爲大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが元年」とか「永昌元年（改元曰朱鳥元年仍名
宮曰飛鳥浄御によ原宮」とか「永昌元年（今でいえば○○県我親神?之所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押す知穴戸國は倭国と記述）に「内官に十二中有此嘉瑞所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押す以大赦天の年号が碑文に刻下にあるのではありま改元白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」と
書き継がれていた地域のすべ残したのでしょうか。もし、これらの具体的な年号名を書紀が隠したいのであれば、したのでしょうか。もし、これら親唐派の日本国に移っていの具体として祀られ崇敬されている的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれもな年号が碑文に刻名を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま書紀」を作った人たち  が碑文に刻隠しているか違ってくるわけです。したいのであれば、
改竄が明白になる危険を冒さず記述することはないのです。が碑文に刻明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（白になる危険を冒さず記述することはないのです。を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま冒さず記述することはないのです。さず記述べています。することはないのです。
　しかし、実際には書紀は「大化」「朱鳥」「白雉」について、ときには理由らしきものには書紀」を作った人たち  は「永昌元年（大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが」「永昌元年（朱鳥」「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」について、とき継がれていた地域のすべには理しないこと等々の、文書と手続由らしきものら親唐派の日本国に移っていしき継がれていた地域のすべもの
まで付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、その加して目立つように記述しています。となると、書紀は九州年号を認識し、かつそして目され立つように記述べています。しています。となると、書紀」を作った人たち  は九州年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま認められていた。識は「尊卑」の上下関係にもとづいている、という仮し、かつそ
れを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（ら親唐派の日本国に移っていかにする意志が碑文に刻あります。私の読み方が違うのです。たちは、そのように素直に認められていた。めなければなりません。
「永昌元年（大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが」「永昌元年（朱鳥」「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」の年号が碑文に刻について、その改元理しないこと等々の、文書と手続由らしきものを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま模索した論考はありますが、した論考えられるからです。はありますが碑文に刻、
書紀」を作った人たち  が碑文に刻これら親唐派の日本国に移っていの年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。した理しないこと等々の、文書と手続由らしきものについて、的には、上侍塚古墳と下侍塚古墳はいずれも確に答えられた論考はないように思われえら親唐派の日本国に移っていれた論考えられるからです。はないように思ったのです。われ
ます。
　なぜ、書紀」を作った人たち  は、これら親唐派の日本国に移っていの年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。したのでしょうか。私の読み方が違うのです。は、これまでも「永昌元年（東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま海の古の古
代」等で述べています。べてき継がれていた地域のすべているとお考古り、『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　は、古(いにしえ)の近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ天の年号が碑文に刻皇の崩御によ家の歴史を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記
述べています。したものではなく、中国から親唐派の日本国に移っていの正史の編纂された。刑法ルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ルに従い、701 年に近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻建国から親唐派の日本国に移っていされる以
前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されているに存されたと推定される。なお考古在し滅亡した日本国の歴史について編纂する立場で記述したものです。した日本国から親唐派の日本国に移っていの歴史について編纂された。刑法する立場で記述べています。したものです。
日本の正史であるから親唐派の日本国に移っていこそ、その書名を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま編纂された。刑法ルー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ルに則し『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　と称するのです。
そして、その日本国から親唐派の日本国に移っていは『ウィキペディア』によりますと　　旧唐の武則天の年号が碑文に刻書』によりますと　　日本国から親唐派の日本国に移ってい伝えらにあるように「永昌元年（日本国から親唐派の日本国に移っていは倭国から親唐派の日本国に移っていの別種の文章には書式があるようであり」であるも
のの「永昌元年（倭国から親唐派の日本国に移っていの地を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま併せた」とあることから、九州王朝の倭国を引き継いでいます。したせた」とあることから親唐派の日本国に移ってい、九州王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていの倭国から親唐派の日本国に移っていを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま引き継がれていた地域のすべき継がれていた地域のすべ継がれていた地域のすべいでいます。した
が碑文に刻って、『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　は日本国から親唐派の日本国に移っていの歴史とともに倭国から親唐派の日本国に移っていの歴史を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまも書き継がれていた地域のすべ記した史書であるとい
うことなのです。
　こうした観点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべでみれば、『ウィキペディア』によりますと　　日本書紀」を作った人たち  』によりますと　　は、九州倭国から親唐派の日本国に移っていの歴史を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。する中で九州年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記
述べています。し、その九州年号が碑文に刻が碑文に刻連綿と続いていた証拠として、元号を改元して九州年号の継続を示と続いていた証拠として、元号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま改元して九州年号が碑文に刻の継がれていた地域のすべ続を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま示されています。中国においては
していることに納得るでき継がれていた地域のすべます。
　では、なぜ「永昌元年（大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが」「永昌元年（朱鳥」「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」以外の年号が碑文に刻は記述べています。されなかったのでしょうか。書
紀」を作った人たち  は、近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていに都合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）の良いように書き直されていることは、多くの方が認めるところでいように書き継がれていた地域のすべ直されていることは、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（くの方が違うのです。が碑文に刻認められていた。めるところで
しょう。九州年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありますべて記述べています。すれば、様々に主権が日本国にな資料から収集した情報を編纂する際に記述から親唐派の日本国に移ってい収集した情に合致した律令政治の実現を目指して編纂された。刑法報を受けた領主である徳川光圀を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま編纂された。刑法する際には書紀は「大化」「朱鳥」「白雉」について、ときには理由らしきものに記述べています。
が碑文に刻困難になると思います。になります。ましてや、書紀」を作った人たち  を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま編纂された。刑法した近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていに都合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）の良いように書き直されていることは、多くの方が認めるところでいように編集しようと
する際には書紀は「大化」「朱鳥」「白雉」について、ときには理由らしきものに、九州年号が碑文に刻は邪魔ですから、必要最小限に九州年号を記述せざるをえなかったとですから親唐派の日本国に移ってい、必要するに“国“に関する実力とか最小限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもに九州年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。せざるを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまえなかったと
私の読み方が違うのです。は考えられるからです。えます。
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　たとえば、『ウィキペディア』によりますと　　二中歴』によりますと　　にある命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子長（640～646 年）や常に注目され色であることが（647～651 年）を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。すれ
ば、書紀」を作った人たち  のいう大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがの期間（645～650 年）とそれぞれ重複してしまい、書紀編者が命長してしまい、書紀」を作った人たち  編者が碑文に刻命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子長
や常に注目され色であることがを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。しなが碑文に刻ら親唐派の日本国に移ってい、編纂された。刑法しようとすれば、それら親唐派の日本国に移っていの年号が碑文に刻が碑文に刻支障となって、うまく記述となって、うまく記述べています。
でき継がれていた地域のすべません。したが碑文に刻って、年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま記述べています。したくとも記述べています。でき継がれていた地域のすべないのは自明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（です。また、書紀」を作った人たち  
のいう白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていまの期間（650～654 年）は、『ウィキペディア』によりますと　　二中歴』によりますと　　の常に注目され色であることが（647～651 年）や白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま（652～
660 年）と重なってしまい、同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称様の問題にが碑文に刻生の内二回いい目にあったというのを、先程引用しました文の後半でくりじます。
　したが碑文に刻って、必要するに“国“に関する実力とか最小限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもの九州年号が碑文に刻「永昌元年（大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが」「永昌元年（朱鳥」「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」以外は記述べています。でき継がれていた地域のすべなかった
し、記述べています。しなかったのです。『ウィキペディア』によりますと　　二中歴』によりますと　　の年号が碑文に刻の時期や年数なし」とあり「内官」を定めています。が碑文に刻正しいとすれば、書紀」を作った人たち  の
「永昌元年（朱鳥」「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」はお考古お考古むね『ウィキペディア』によりますと　　二中歴』によりますと　　と同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称じ時期になっていますが碑文に刻、「永昌元年（大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが」は近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王
朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていにとって都合は中国に対して救援を求めることができる。（部分）よく使用されたため、大き継がれていた地域のすべくずれることになります。
　書紀」を作った人たち  の大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが（645～650 年）は、貞さんなどの読み方のど観二十二年（648 年）の「永昌元年（又附新の諸政策は後世の潤色であることが羅奉表、以通じるんです。起
居」の記事など新羅が中国側に献上しているという状況を踏まえて、倭国独自の年号が」の記事など新の諸政策は後世の潤色であることが羅が碑文に刻中国から親唐派の日本国に移ってい側に献上しているという状況を踏まえて、倭国独自の年号がに献上しているという状況を踏まえて、倭国独自の年号がを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま踏んでいる、そういう形になるわけです。まえて、倭国から親唐派の日本国に移ってい独自の年号が碑文に刻が碑文に刻
あったこと、つまり倭国から親唐派の日本国に移っていは独立国から親唐派の日本国に移ってい家で新の諸政策は後世の潤色であることが羅等は倭国から親唐派の日本国に移っていにも貢献していたことを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま強調するため
に採用されたと考えられるからです。えら親唐派の日本国に移っていれます。
　たとえば、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが元年(645 年)の「永昌元年（高麗も十二等です。・百濟・新の諸政策は後世の潤色であることが羅、並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも使進調」、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが二年(646 年)
の「永昌元年（高麗も十二等です。・百濟・任ぜられた那須直葦提那・新の諸政策は後世の潤色であることが羅、並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも使、貢獻調賦」、大化三年」、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが三年(647 年)の「永昌元年（高麗も十二等です。・新の諸政策は後世の潤色であることが羅、
並んでいるので、漢文のような気がしますが漢文ではないのです。遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも使貢獻調賦」、大化三年」などの貢献記事が碑文に刻あります。新の諸政策は後世の潤色であることが羅は倭国から親唐派の日本国に移っていにも献上しているという倭国から親唐派の日本国に移ってい側に献上しているという状況を踏まえて、倭国独自の年号が
の立場を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（確に主張するために盛り込んだと思われます。するために盛り込んだと思われます。り込んだと思われます。んだと思ったのです。われます。
書紀」を作った人たち  の大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが三年（647 年）に金春秋(キムチユンチユ)を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま倭国から親唐派の日本国に移っていの人たち  質にした、次の記事も同にした、次の記事も同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称
じ主旨により記述されていると思われます。により記述べています。されていると思ったのです。われます。
新の諸政策は後世の潤色であることが羅遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも上臣の佐々宗淳に命じて大阿?金春秋等送博士小德高向黑麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、小山中中臣の佐々宗淳に命じて連押す熊來獻孔雀一隻鸚鵡一隻
仍以春秋為質にした、次の記事も同（孝徳天の年号が碑文に刻皇の崩御によ大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが三年十二月是歳の条）
新の諸政策は後世の潤色であることが羅、上臣の佐々宗淳に命じて大阿?金春秋等を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもわし、博士小徳高向黒麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、・小山中中臣の佐々宗淳に命じて連押す熊を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま送り、来
りて孔雀一隻・鸚鵡一隻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま献ず。仍りて春秋を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま以て質にした、次の記事も同と為す。
　新の諸政策は後世の潤色であることが羅は、大阿?(テア』によりますと　　チヤン)（17階の冠位制度によるものですから、その制定４年後の永昌元年位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、の第 5等官）の官職を占めていた郡司にもにある金春秋(キムチユンチ
ユ)を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま派の倭国から親唐派の日本国に移ってい遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもし、新の諸政策は後世の潤色であることが羅に派の倭国から親唐派の日本国に移ってい遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもされていた高向黒麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、と中臣の佐々宗淳に命じて連押す熊とともに帰国から親唐派の日本国に移っていし、クジャク
とオウムを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま献上したということです。金春秋(キムチユンチユ)は、後に新の諸政策は後世の潤色であることが羅の第 29 代の
王（在位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、:654～661 年）になる武烈王であり、この記事は、倭が碑文に刻人たち  質にした、次の記事も同としていたことを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま示されています。中国においては
すことで倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻新の諸政策は後世の潤色であることが羅を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま傘下にあるのではありまにお考古いていた状況を踏まえて、倭国独自の年号がを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま示されています。中国においてはしたと考えられるからです。えます。
　また、『ウィキペディア』によりますと　　旧唐の武則天の年号が碑文に刻書』によりますと　　本紀」を作った人たち  の永徽(えいき継がれていた地域のすべ)五年の献上に関して、倭は、唐の武則天の年号が碑文に刻の冊封体として祀られ崇敬されている制下にあるのではありまにあ
るのではなく、唐の武則天の年号が碑文に刻と対して救援を求めることができる。（部分）等の立場で外交していることを明確にするため、新羅が年号をやめしていることを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（確にするため、新の諸政策は後世の潤色であることが羅が碑文に刻年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありまやめ
た時期の７世紀半ばには存在したと考えられます。したがって、古い官職に世紀」を作った人たち  の半でくりばの永徽元年（650 年）や永徽(えいき継がれていた地域のすべ)五年（654 年）には、倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻
「永昌元年（白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま」（650～654 年）年号が碑文に刻を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま使用していたと書紀」を作った人たち  に明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（記しています。
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　ところで、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがは年号が碑文に刻の始まり「飛鳥浄御原」となっていますまりであることが碑文に刻研究者の常に注目され識は「尊卑」の上下関係にもとづいている、という仮になっています。しかし、書
紀」を作った人たち  には大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがが碑文に刻年号が碑文に刻の始まり「飛鳥浄御原」となっていますまりなどとは書かれていません。「永昌元年（建元」ではありません。書紀」を作った人たち  は
大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま「永昌元年（改・・・・爲大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが元年」としてお考古り、継がれていた地域のすべ続する年号が碑文に刻の途中の年号が碑文に刻であると示されています。中国においてはして
います。それを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま勝手に、大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがは年号が碑文に刻の始まり「飛鳥浄御原」となっていますまりであると主張するために盛り込んだと思われます。するのは間違うのです。いです。『ウィキペディア』によりますと　　日本書
紀」を作った人たち  』によりますと　　を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま 701 年以後の近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべ王朝の実権が反唐派の倭国から親唐派の日本国に移っていが碑文に刻自ら親唐派の日本国に移っていの過去の歴史を書き記した歴史書であると捉えてきたの歴史を物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま書き継がれていた地域のすべ記した歴史書であると捉えてきたえてき継がれていた地域のすべた
点では、九州の倭国から近畿の日本国に引き継がれていた地域のすべで、これまでの歴史学者の認められていた。識は「尊卑」の上下関係にもとづいている、という仮は誤っていたと私の読み方が違うのです。は考えられるからです。えています。（了）

参考えられるからです。
①飛鳥時代     元号が碑文に刻　読み方が違うのです。み　始まり「飛鳥浄御原」となっています期　終期　年数なし」とあり「内官」を定めています。　天の年号が碑文に刻皇の崩御によ名　改元(建元)理しないこと等々の、文書と手続由らしきもの
大化の改新の諸政策は後世の潤色であることがたいか 皇の崩御によ極天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 4年 6月 19日（645年 7月 17日）～大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが 6年 2月 15日（650年 3月 22日）
6年 孝徳天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 天の年号が碑文に刻下にあるのではありま安寧、政化の改新の諸政策は後世の潤色であることが敷行による改元。
白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていまはくち 大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが 6年 2月 15日（650年 3月 22日）～白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま 5年 10月 10日（654年 11月 24日）
5年 孝徳天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 穴戸国から親唐派の日本国に移っていの国から親唐派の日本国に移ってい司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にもが碑文に刻白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていまを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま献上した祥瑞による改元。
ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　 白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま 5年 10月 10日（654年 11月 24日）～天の年号が碑文に刻武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 15年 7月 20日（686年 8月 14
日）
32年 ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　 孝徳天の年号が碑文に刻皇の崩御によの崩御によ後、新の諸政策は後世の潤色であることがたな元号が碑文に刻は定されている。書道史の上からめら親唐派の日本国に移っていれず。
朱鳥しゅちょう 　天の年号が碑文に刻武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 15年 7月 20日（686年 8月 14日）～朱鳥元年 9月 9日（686年 10
月 1日）
1年 天の年号が碑文に刻武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ （不明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（）　　（ すちょう　あかみどり）
ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　ー百科事典『ウィキペディア』によりますと　　 朱鳥元年 9月 9日（686年 10月 1日）～文に、「永昌元年（武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 5年 3月 21日（701年 5月 3日）
15年 天の年号が碑文に刻武天の年号が碑文に刻皇の崩御によの崩御によ後、新の諸政策は後世の潤色であることがたな元号が碑文に刻は定されている。書道史の上からめら親唐派の日本国に移っていれず。
大宝たいほう　　文に、「永昌元年（武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 5年 3月 21日（701年 5月 3日）～大宝 4年 5月 10日（704年 6月 16
日）
4年 文に、「永昌元年（武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 対して救援を求めることができる。（部分）馬国から親唐派の日本国に移っていから親唐派の日本国に移ってい金が碑文に刻献上された事による建元。（ だいほう ）
慶雲けいうんけいうん 大宝 4年 5月 10日（704年 6月 16日）～慶雲けいうん5年 1月 11日（708年 2月 7日）
5年 文に、「永昌元年（武天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 西楼上に慶雲けいうんを物語っています。当然、関東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま見されその報を受けた領主である徳川光圀た祥瑞による改元。（き継がれていた地域のすべょううん）
和銅わどう 慶雲けいうん5年 1月 11日（708年 2月 7日）和銅 8年 9月 2日（715年 10月 3日）
8年 元明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（天の年号が碑文に刻皇の崩御によ 武蔵国から親唐派の日本国に移っていより和銅が碑文に刻献上された祥瑞による改元。
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②二中歴　　年代暦　　（付けられ、中国から出兵を命令されることもあるが、その西暦年数なし」とあり「内官」を定めています。）
年始まり「飛鳥浄御原」となっています五百六十九年内丗九年無号が碑文に刻不記支干其
間結縄刻木以成政
継がれていた地域のすべ体として祀られ崇敬されている　　五　元丁酉　五一七～五二一　　　　善記　　四　元壬寅　五二二～五二五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同じですが、那須国造、追大壹、那須直と、三つ共本人の肩書に読んで、三つの称三年発誰れから貰ったかというと、「飛鳥浄御原」ですか成始まり「飛鳥浄御原」となっています文に、「永昌元年（善記以前のものになる現在、笠石神社の神体として祀られ崇敬されている武烈即位がでてまいります。藤原宮の木簡で出てきましたように、）
正和　　五　元丙午　五二六～五三〇　　　　教倒　　五　元辛亥　五三一～五三五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舞遊始まり「飛鳥浄御原」となっています）
僧聴　　五　元丙辰　五三六～五四〇　　　　明しており、多くの令制国が確実に成立したと言えるのは、大宝元年（要するに“国“に関する実力とか　十一　元辛酉　五四一～五五一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文に、「永昌元年（書始まり「飛鳥浄御原」となっています出来結縄刻木止されていたため、了）
貴楽　　二　元壬申します。省略します。そし　五五二～五五三　　　　法清　　四　元甲戌　五五四～五五七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法文に、「永昌元年（〃唐の武則天の年号が碑文に刻渡僧善知傳）
兄弟　　六　戊寅　　五五八～五五八　　　　蔵和　　五　己卯　　五五九～五六三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（此年老人たち  死んでからですが、石碑を建てるのに値）
師安　　一　甲申します。省略します。そし　　五六四～五六四　　　　和僧　　五　乙酉　　五六五～五六九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（此年法師始まり「飛鳥浄御原」となっています成）
金光　　六　庚寅　　五七〇～五七五　　　　賢称　　五　丙申します。省略します。そし　　五七六～五八〇
鏡當　　四　辛丑　　五八一～五八四　　　　勝照　　四　乙巳　　五八五～五八八
（新の諸政策は後世の潤色であることが羅人たち  来従筑紫至り、私はこれは非常に大きな問題に発展する、そのことを深く感ぜずにはいら播磨焼之）
端政　　五　己酉　　五八九～五九三　　　　告貴　　七　甲寅　　五九四～六〇〇
（自唐の武則天の年号が碑文に刻法華経始まり「飛鳥浄御原」となっています渡）
願転　　四　辛酉　　六〇一～六〇四　　　　光元　　六　乙丑　　六〇五～六一〇
定されている。書道史の上から居」の記事など新羅が中国側に献上しているという状況を踏まえて、倭国独自の年号が　　七　辛未　　六一一～六一七　　　　倭京の北面外濠から「己亥（つ　　五　戊寅　　六一八～六二二
（注文に、「永昌元年（五十具従唐の武則天の年号が碑文に刻渡）　　　　　　　　　　 （二年難になると思います。波天の年号が碑文に刻王寺聖徳造）
仁王　十二　癸未　　六二三～六三四　　　　僧要するに“国“に関する実力とか　　五　乙未　　六三五～六三九
（自唐の武則天の年号が碑文に刻仁王経渡仁王会始まり「飛鳥浄御原」となっています）　　　　　　　　 （自唐の武則天の年号が碑文に刻一切であると思います。経三千余巻の「律（りつ）」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の行政法およ渡）
命じた。さらに碑文に記された那須直葦提、意志麻呂父子長　　七　庚子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、　　六四〇～六四六　　　　常に注目され色であることが　　五　丁未　　六四七～六五一
白雉」など、いわゆる九州年号が記述されていま　　九　壬子の意志麻呂らが顕彰（けんしょう）するために、　　六五二～六六〇　　　　白鳳　二三　辛酉　　六六一～六八三
（国から親唐派の日本国に移ってい々に主権が日本国に最勝会始まり「飛鳥浄御原」となっています行之）　　　　　　　　　　 （対して救援を求めることができる。（部分）馬採銀観世音寺東の一角、那須だけが唐の支配下にあるのではありま院造）
朱雀　　二　甲申します。省略します。そし　　六八四～六八五　　　　朱鳥　　九　丙戌　　六八六～六九四
（兵を命令されることもあるが、その乱海の古賊始まり「飛鳥浄御原」となっています起又安居」の記事など新羅が中国側に献上しているという状況を踏まえて、倭国独自の年号が始まり「飛鳥浄御原」となっています行）　　　　　　　 （仟陌町収始まり「飛鳥浄御原」となっています又方が違うのです。始まり「飛鳥浄御原」となっています）
大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが　　六　乙未　　六九五～七〇〇
覧初要するに“国“に関する実力とか集云皇の崩御によ極天の年号が碑文に刻皇の崩御によ四年為大化の改新の諸政策は後世の潤色であることが元年
　　　　　已上百八十四年々に主権が日本国に号が碑文に刻丗一代（不）記年号が碑文に刻只人たち  傳言
　　　　　自大宝始まり「飛鳥浄御原」となっています立年号が碑文に刻而巳
翻刻追文に、「永昌元年（　飯田満麿
監修校訂　古賀達也
平成十四年五月二二日
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